
別紙

No 質疑事項　質問項目（上段）／質問内容（下段） 回答

1 仕様書　4契約形態及び支払い

予算削減及び減額等により賃貸借契約が変更
又は解除となり、受注者に損害が発生した場合、
損害金はお支払いいただけますでしょうか（残賃
貸借料相当分）。
また、過去に契約後予算削減等により契約変更
又は解除となった事例ははございますでしょう
か。

2 仕様書　4契約形態及び支払い

契約書第2条（3）について、天災、火災等様々な
ケースが考えられますが、当該の事象が発生し
た場合、賃貸借料のお支払いについて、別途協
議いただけるとの認識でよろしいでしょうか。

3 仕様書　7（3）保守

保守業務について、当該業務を第三者に委託す
ることは可能との認識でよろしいでしょうか。ま
た、保守責任については委託先にあるとの認識
でよろしいでしょうか。

4 仕様書　7（3）保守

物件に付保する動産総合保険について、補償範
囲は、地震、津波、噴火などの天災による損害
は対象外とする一般的なものでよろしいでしょう
か。

5 仕様書　7（4）機器等の引き取り

賃貸借満了後、物件の返還（撤去）について、物
件は受注者にて引揚するだけの状態（ケーブル
等を外されて１箇所にまとめられた状態等）から
の撤去でよろしいでしょうか。
また、撤去を行う場所は建物の１階でしょうか。２
階以上での作業の場合、エレベーターを使用す
ることは可能でしょうか。

6 仕様書　8（1）調達機器等一覧

「様式第２号　機能証明書（機器等明細一覧）」に
ICカードリーダライタが記載されておりますが、
「別表１　調達機器等明細」にはカードリーダライ
タの記載ございません。
本調達機器としてカードリーダライタは不要という
認識でよろしいでしょうか。

7 仕様書　10（1）成果物

弊社提案の製品は、端末上では申請データは暗
号化して取り扱い、申請終了後は削除する仕様
です。そのため、申請アプリケーションは端末上
に申請データが残らない仕組みですが、この場
合、「データ及び設定情報消去証明書」の作成お
よび提出は不要でしょうか。

個人番号カードを申請した者の氏名・住所・写真
画像等の「消去すべき個人情報」が記録されな
い仕様の場合は、記録されない仕様であることを
証明する資料を提出いただければ、「データ及び
設定情報消去証明書」の作成および提出は不要
です。

各機器等設置場所（市民生活課および各区役所
区民生活課（中央区のみ窓口サービス課））にお
いて、引揚するだけの状態（ケーブル等を外され
て１箇所にまとめられた状態等）で返却します。
また、一部2階以上の設置場所が含まれておりま
すが、必要であればエレベーターをご利用くださ
い。

「別表１　調達機器等明細」のとおり、カードリー
ダライタは不要です。「様式第２号　機能証明書
（機器等明細一覧）」において、ICカードリーダラ
イタの記載は不要です。新潟市HPに掲載してい
る「様式第２号　機能証明書（機器等明細一覧）」
を修正しましたので、ご確認いただくようお願い
いたします。

契約書案第7条に記載のとおり、新潟市が承諾し
た場合は、再委託することが可能です。また、再
委託した場合であっても、本業務の責任は新潟
市との契約相手（契約書案でいう「乙」）が負うこ
とになります。
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動産総合保険の内容について、新潟市からの指
定はございません。

新潟市と契約相手で協議することになりますが、
契約書案第2条（3）に該当する場合は、該当月
分の賃料は、その月の暦日数に基づく日割計算
によって算定した額とします。

契約書案第49条に記載のとおり、新潟市と新潟
市との契約相手（契約書案でいう「乙」）の協議の
上、決定することになります。また、過去の事例
については、把握しておりません。
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